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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
超音波プローブを用いて被検体に対して超音波を送信し、前記被検体で反射される超音波
を受信することにより、前記被検体の超音波画像を生成し、表示する超音波診断装置であ
って、
　超音波の送受信により得られた超音波画像に診断情報を画像として付与する診断情報付
与手段と、
　前記診断情報付与手段により前記診断情報が画像として付与された超音波画像を記憶す
る記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されている超音波画像を画像解析することにより、同じ診断情報を
有する超音波画像を検索する画像検索手段と、
　前記画像検索手段により検索された超音波画像を表示する表示手段と、
　を有することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
被検体を診断する際に診断情報を入力する入力手段を有し、
　前記画像検索手段は、前記記憶手段に記憶されている超音波画像を画像解析し、前記入
力手段により入力された診断情報と同じ診断情報を有する超音波画像を検索することを特
徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
前記診断情報は、文字列で表されていることを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれ
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かに記載の超音波診断装置。
【請求項４】
前記画像検索手段は、前記文字列を文字認識することにより、同じ診断情報を有する超音
波画像を検索することを特徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
前記診断情報は、超音波の送受信により超音波画像を得ようとする診断部位又は臓器を示
す図形で表されていることを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれかに記載の超音波
診断装置。
【請求項６】
前記画像検索手段は、前記図形をパターン認識することにより、同じ診断情報を有する超
音波画像を検索することを特徴とする請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
超音波プローブを用いて被検体に対して超音波を送信し、前記被検体で反射される超音波
を受信することにより、前記被検体の超音波画像を生成し、表示する超音波診断装置であ
って、
　超音波の送受信によって得られた超音波画像に、超音波の送受信により超音波画像を得
ようとする診断部位又は臓器を示す第１の図形を付与し、更に、前記第１の図形に含まれ
るように、前記超音波プローブの位置及び走査方向を示す第２の図形を付与する診断情報
付与手段と、
　前記診断情報付与手段により前記第１の図形及び前記第２の図形が付与された超音波画
像を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されている超音波画像を画像解析することにより、超音波画像から
前記第１の図形と前記第２の図形との相対位置を示す相対位置情報を抽出する画像解析手
段と、
　前記画像解析手段により抽出された前記相対位置情報に基づいて、超音波画像を検索す
る画像検索手段と、
　前記画像検索手段により検索された超音波画像を表示する表示手段と、
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
前記第１の図形内の所定の領域を指定する領域指定手段を有し、
　前記領域指定手段により前記所定の領域が指定されたときは、
　前記画像検索手段は、前記相対位置情報に基づいて、前記第２の図形が前記所定の領域
内に位置する超音波画像を検索することを特徴とする請求項７に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
超音波画像が撮影された時間を指定する時間指定手段を有し、
　前記時間指定手段により時間が指定されたときは、
　前記画像検索手段は、前記第２の図形が前記所定の領域内に位置する超音波画像のなか
から、指定された時間に対応する超音波画像を検索し、
　前記表示手段は、検索されたその超音波画像を、時間が指定された順番に従って表示す
ることを特徴とする請求項８に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
前記第２の図形の位置を指定する位置指定手段を有し、
　前記位置指定手段により前記第２の図形の位置が指定されたときは、
　前記画像検索手段は、前記第２の図形が前記所定の領域内に位置する超音波画像のなか
から、指定された位置に前記第２の図形が付与された超音波画像を検索し、
　前記表示手段は、検索されたその超音波画像を、位置が指定された順番に従って表示す
ることを特徴とする請求項８に記載の超音波診断装置。　　
【請求項１１】
前記第２の図形の方向を指定する方向指定手段を有し、
　前記方向指定手段により前記第２の図形の方向が指定されたときは、
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　前記画像検索手段は、前記第２の図形が前記所定の領域内に位置する超音波画像のなか
から、指定された方向を有する前記第２の図形が付与された超音波画像を検索し、
　前記表示手段は、検索されたその超音波画像を、方向が指定された順番に従って表示す
ることを特徴とする請求項８に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
超音波画像が撮影された時間、前記第２の図形の位置、及び前記第２の図形の方向を指定
する指定手段を有し、
　前記指定手段により撮影時間、前記第２の図形の位置、及び前記第２の図形の方向が指
定されたときは、
　前記画像検索手段は、前記第２の図形が所定の領域内に位置する超音波画像のなかから
、前記撮影時間に対応し、前記指定された位置に前記第２の図形が付与され、前記指定さ
れた方向を有する前記第２の図形が付与された超音波画像を検索し、
　前記表示手段は、検索されたその超音波画像を、指定された順番に従って表示すること
を特徴とする請求項８に記載の超音波診断装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、超音波の送受信によって得られた超音波画像を検索する技術に関し、特に
、患者等の被検体の診断情報が記録された超音波画像の検索を行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、患者等の被検体に超音波を送信し、被検体によって反射された超音
波を受信することで、被検体内の超音波画像を取得するものである。このようにして得ら
れた超音波画像データは、超音波診断装置に設置されている記録媒体に記録される。そし
て、ある患者の過去の超音波画像を参照したい場合、例えば、手術前の画像と手術後の画
像とを比較したい場合、過去の検査記録に基づいてその超音波画像データを検索していた
。
【０００３】
　具体的には、患者の氏名や診断した日時等が記録され、過去の検査内容を表す検査の履
歴表（検査リスト）や、縮小して画面に表示された過去の画像（サムネイル画像）から目
的の過去画像を選択し、今現在診断して得られた画像と比較していた。
【０００４】
　また、超音波画像データとアノテーションやボディーマーク等の診断情報とを関連付け
たテーブル（表）を作成し、そのテーブル（表）を参照することにより過去の超音波画像
を読み出す方法が知られている（例えば、特許文献１）。
【０００５】
　尚、アノテーションとは、例えば、ＭＲ（僧帽弁逆流）、ＭＳ（僧帽弁狭窄）、ＡＳＤ
（心房中隔欠損）のような文字列で構成されており、超音波画像の所定の位置に付与する
ために用いられる。診断領域別（例えば、循環器用、抹消血管用、腹部用、産婦人科用）
に複数のアノテーションがある。また、ボディーマークとは、患者に対する超音波走査面
の位置を示す図形であり、患者のどの診断部位又はどの臓器を診断対象としているのかを
図案化して示すものである。アノテーションと同様に、診断領域別（例えば、循環器用、
抹消血管用、腹部用、産婦人科用）に複数のボディーマークがある。
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－２８５４９４号公報（段落［００２４］－［００３４］、図
４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　従来においては、過去の超音波画像を検索して表示するためには、操作者（例えば、医
師）が検索リストやサムネイル画像から目的の画像を検索する必要がある。この検索作業
は、操作者自身が手作業で行う必要があった。また、この検索作業は、その操作が煩雑で
あり、操作する時間もかかり、診断効率の低下を招いていた。
【０００８】
　また、特許文献１に挙げられている超音波診断装置においては、超音波画像データと診
断情報とが関連付けられたテーブル（表）を用いる必要がある。このテーブル（表）は、
所定の形式に従って作成されるため、同じ超音波診断装置を使用する場合は特に問題ない
が、異なる装置間で画像を検査する場合は、テーブル（表）の形式が異なっていたり、テ
ーブル（表）を用いない検索方法であったりするため、異なる装置で過去の診断画像を検
索することはできなかった。
【０００９】
　この発明は上記の問題を解決するものであり、第１の目的は、アノテーションやボディ
ーマーク等の診断情報を画像データとして超音波画像データに付与し、画像解析により過
去の超音波画像を検索することで、検索作業の煩雑さを解消し、操作時間の短縮化を図る
ことである。また、他の装置で検索する場合であっても、検索可能な超音波診断装置を提
供することを目的とする。
【００１０】
　一方、乳腺検査等のルーチン検査においては、検査技師は、予め決められたワークフロ
ーに従って、ボディーマークやプローブマークの位置を変更しながら検査を行っている。
そして、検査によって得られた超音波画像を電子データとして保存する。尚、プローブマ
ークは、ボディーマーク上に超音波プローブの位置及び走査方向を示す図形であり、診断
部位又は臓器に対して超音波プローブの先端部が相対的にどのような位置にあるかを図案
化して示すものである。
【００１１】
　そして、医師は、保存された超音波画像データを順次読み出し、超音波画像を読影する
。しかし、異常部位の超音波画像データはワークフローから外れた順番で保存されている
のが一般的である。従って、保存されている全ての超音波画像を読み出さない限り、目的
部位の超音波画像の電子データが、データの何番目に保存されているのか把握できない。
【００１２】
　超音波画像データにボディーマークやプローブマークを画像データとして付与しても、
目的の部位の超音波画像がデータの何番目に保存されているのか簡単に把握できない問題
が生じる。従って、全ての超音波診断画像を読み出して、診断部位との相関を、別途、カ
ルテ等の紙に記述する必要があり、読影時間が長くなってしまう問題がある。
【００１３】
　この発明は、更に上記の問題を解決するものであり、第２の目的は、ボディーマークや
プローブマークの診断情報を画像データとして超音波画像データに付与し、画像解析によ
りボディーマークとプローブマークとの相対位置関係を抽出して、その相対位置関係に基
づいて超音波画像を検索、表示することにより、読影時間を短縮し、装置の利便性を向上
させることである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　請求項１に記載の発明は、超音波プローブを用いて被検体に対して超音波を送信し、前
記被検体で反射される超音波を受信することにより、前記被検体の超音波画像を生成し、
表示する超音波診断装置であって、超音波の送受信により得られた超音波画像に診断情報
を画像として付与する診断情報付与手段と、前記診断情報付与手段により前記診断情報が
画像として付与された超音波画像を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている
超音波画像を画像解析することにより、同じ診断情報を有する超音波画像を検索する画像
検索手段と、前記画像検索手段により検索された超音波画像を表示する表示手段と、を有
することを特徴とする超音波診断装置である。
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【００１５】
　診断情報が画像データとして付与されている超音波画像データを画像解析することによ
り、その超音波画像データから診断情報を抽出する。そして、同じ診断情報を有する超音
波画像データを探し出し、表示手段はその超音波画像を表示する。例えば、現在診断して
いる被検体の超音波画像データと、過去の超音波画像データとからそれぞれ診断情報を抽
出し、比較し、現在の超音波画像データと同じ診断情報を有する超音波画像を表示させる
。このように、画像解析することにより、超音波画像の検索を素早く行うことができる。
【００１６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の超音波診断装置であって、被検体を診断す
る際に診断情報を入力する入力手段を有し、前記画像検索手段は、前記記憶手段に記憶さ
れている超音波画像を画像解析し、前記入力手段により入力された診断情報と同じ診断情
報を有する超音波画像を検索することを特徴とするものである。
【００１７】
　操作者が超音波プローブを用いて患者等の被検体を診断する際に、その診断に関する情
報を超音波診断装置に入力する。超音波診断装置は、記憶手段に記憶されている過去の超
音波画像データを画像解析することにより、その超音波画像データに含まれている過去の
診断情報を抽出する。尚、記憶手段に記憶されている過去の超音波画像データには、診断
情報が画像データとして付与されているものとする。そして、画像検索手段は入力された
診断情報に基づいて、過去の診断情報と一致するものを検索する。そして、入力された診
断情報と同じ診断情報を有する超音波画像データを探し出し、表示手段はその過去の超音
波画像を表示する。このように診断する際に診断情報を入力すると、同じ診断情報を有し
ている過去の超音波画像データを検索するため、現在診断して得られた超音波画像データ
と過去の超音波画像データとの比較を素早くすることができる。
【００１８】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２のいずれかに記載の超音波診断装置で
あって、前記診断情報は、文字列で表されていることを特徴とするものである。請求項４
に記載の発明は、請求項３に記載の超音波診断装置であって、前記画像検索手段は、前記
文字列を文字認識することにより、同じ診断情報を有する超音波画像を検索することを特
徴とするものである。
【００１９】
　この文字列は、例えば、アノテーションからなる。この発明においては、この文字列は
画像データとして画像解析されるが、画像解析の結果、抽出されたものを文字認識するこ
とにより、最終的には文字データとして認識される。文字データとして認識されれば、そ
の意味を判断することが可能となる。その結果、異なる超音波装置間であっても、同じ意
味の文字列が付与されている超音波画像を検索して表示することが可能となる。
【００２０】
　たとえ、文字の形状が異なっていても、文字列の意味が同じであれば、同じ意味の文字
列が付与された超音波画像データを検索して表示することができる。例えば、超音波画像
データに、異なるフォントで文字列が付与されていても、それらの意味が同じであれば、
同じ文字列が付与されていると判断されることになる。具体的には、ある超音波画像デー
タには、明朝体で文字列が付与され、別の超音波画像データには、ゴシック体で文字列が
付与されている場合であっても、それらの意味が同じであれば、文字列は同じであると判
断されることになる。その結果、異なるフォントを使用する超音波診断装置であっても、
画像解析により超音波画像の検索を行うことが可能となる。従って、異なる装置であって
も、操作の煩雑さを解消し、操作時間を短縮することが可能となる。
【００２１】
　請求項５に記載の発明は、請求項１又は請求項２のいずれかに記載の超音波診断装置で
あって、前記診断情報は、超音波の送受信により超音波画像を得ようとする診断部位又は
臓器を示す図形で表されていることを特徴とするものである。請求項６に記載の発明は、
請求項５に記載の超音波診断装置であって、前記画像検索手段は、前記図形をパターン認
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識することにより、同じ診断情報を有する超音波画像を検索することを特徴とするもので
ある。
【００２２】
　この図形は、例えば、患者のどの診断部位又はどの臓器を診断対象としているのかを図
案化したボディーマークからなる。この図形をパターン認識することで、同じ図形（診断
情報）が付与された超音波画像を検索する。例えば、現在得られた超音波画像データを画
像解析し、付与されている図形を抽出する。同じように、過去に得られた超音波画像デー
タを画像解析し、付与されている図形を抽出する。そして、抽出された複数の図形をパタ
ーンマッチングし、現在の図形と過去の図形とが一致するか判断する。そして、現在の図
形と過去の図形とが一致した場合は、その一致した図形を有する超音波画像を検索し、表
示手段により表示する。
【００２３】
　請求項７に記載の発明は、超音波プローブを用いて被検体に対して超音波を送信し、前
記被検体で反射される超音波を受信することにより、前記被検体の超音波画像を生成し、
表示する超音波診断装置であって、超音波の送受信によって得られた超音波画像に、超音
波の送受信により超音波画像を得ようとする診断部位又は臓器を示す第１の図形を付与し
、更に、前記第１の図形に含まれるように、前記超音波プローブの位置及び走査方向を示
す第２の図形を付与する診断情報付与手段と、前記診断情報付与手段により前記第１の図
形及び前記第２の図形が付与された超音波画像を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記
憶されている超音波画像を画像解析することにより、超音波画像から前記第１の図形と前
記第２の図形との相対位置を示す相対位置情報を抽出する画像解析手段と、前記画像解析
手段により抽出された前記相対位置情報に基づいて、超音波画像を検索する画像検索手段
と、前記画像検索手段により検索された超音波画像を表示する表示手段と、を特徴とする
超音波診断装置である。
【００２４】
　第１の図形は、例えばボディーマークからなり、第２の図形は、例えばプローブマーク
からなる。超音波画像データを画像解析することにより、ボディーマークとプローブマー
クとの相対位置を示す情報を抽出し、その相対位置情報を利用して、必要な（医師等の操
作者が要求する）超音波画像を検索し、表示する。
【００２５】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の超音波診断装置であって、前記第１の図形
内の所定の領域を指定する領域指定手段を有し、前記領域指定手段により前記所定の領域
が指定されたときは、前記画像検索手段は、前記相対位置情報に基づいて、前記第２の図
形が前記所定の領域内に位置する超音波画像を検索することを特徴とするものである。
【００２６】
　例えば、ボディーマーク内の所定の領域を指定して、その領域内にプローブマークが位
置する超音波画像を検索し、表示する。検査技師等が超音波画像を取得した後、医師等の
操作者が超音波画像を読影するとき、操作者の指定に応じて超音波画像を検索して表示す
る。このように、医師等の操作者の要求に応じて超音波画像が表示されるため、読影時間
を短縮化することができる。
【００２７】
　請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の超音波診断装置であって、超音波画像が撮
影された時間を指定する時間指定手段を有し、前記時間指定手段により時間が指定された
ときは、前記画像検索手段は、前記第２の図形が前記所定の領域内に位置する超音波画像
のなかから、指定された時間に対応する超音波画像を検索し、前記表示手段は、検索され
たその超音波画像を、時間が指定された順番に従って表示することを特徴とするものであ
る。
【００２８】
　請求項１０に記載の発明は、請求項８に記載の超音波診断装置であって、前記第２の図
形の位置を指定する位置指定手段を有し、前記位置指定手段により前記第２の図形の位置
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が指定されたときは、前記画像検索手段は、前記第２の図形が前記所定の領域内に位置す
る超音波画像のなかから、指定された位置に前記第２の図形が付与された超音波画像を検
索し、前記表示手段は、検索されたその超音波画像を、位置が指定された順番に従って表
示することを特徴とするものである。
【００２９】
　請求項１１に記載の発明は、請求項８に記載の超音波診断装置であって、前記第２の図
形の方向を指定する方向指定手段を有し、前記方向指定手段により前記第２の図形の方向
が指定されたときは、前記画像検索手段は、前記第２の図形が前記所定の領域内に位置す
る超音波画像のなかから、指定された方向を有する前記第２の図形が付与された超音波画
像を検索し、前記表示手段は、検索されたその超音波画像を、方向が指定された順番に従
って表示することを特徴とするものである。
【００３０】
　請求項１２に記載の発明は、請求項８に記載の超音波診断装置であって、超音波画像が
撮影された時間、前記第２の図形の位置、及び前記第２の図形の方向を指定する指定手段
を有し、前記指定手段により撮影時間、前記第２の図形の位置、及び前記第２の図形の方
向が指定されたときは、前記画像検索手段は、前記第２の図形が所定の領域内に位置する
超音波画像のなかから、前記撮影時間に対応し、前記指定された位置に前記第２の図形が
付与され、前記指定された方向を有する前記第２の図形が付与された超音波画像を検索し
、前記表示手段は、検索されたその超音波画像を、指定された順番に従って表示すること
を特徴とするものである。
【００３１】
　例えば、ボディーマーク内の所定の領域を指定して、その領域内にプローブマークが位
置する超音波画像を検索し、表示する。検査技師等が超音波画像を取得した後、医師等の
操作者が超音波画像を読影するとき、操作者の指定に応じて超音波画像を検索して表示す
る。更に、操作者の要求により、超音波画像が撮影された時間、プローブマークの位置、
及び／又はプローブマークの方向が指定されたときは、超音波画像を検索して表示する。
このように、医師等の操作者の要求に応じて超音波画像が表示されるため、読影時間を短
縮化することができ、目的の超音波画像を素早く探し出すことができる。
【発明の効果】
【００３２】
　請求項１に記載の発明によると、画像解析により超音波画像を検索することで、検索作
業の煩雑さを解消し、操作時間の短縮化が可能となる。
【００３３】
　請求項２に記載の発明によると、診断する際に診断情報を入力すると、同じ診断情報を
有する過去の超音波画像を検索するため、現在診断して得られた超音波画像と過去の超音
波画像との比較を素早く行うことができる。
【００３４】
　請求項３及び請求項４に記載の発明によると、文字列を画像として処理し、その後、文
字認識により再び文字として処理することにより、異なる装置であっても、操作の煩雑さ
を解消し、操作時間を短縮することが可能となる。
【００３５】
　請求項５及び請求項６に記載の発明によると、診断部位又は臓器を示す図形をパターン
認識することにより超音波画像を検索することで、検索作業の煩雑さを解消し、操作時間
の短縮化が可能となる。
【００３６】
　請求項７に記載の発明によると、画像処理により診断部位等を表す第１の図形とプロー
ブの位置等を表す第２の図形との相対位置を抽出し、その相対位置関係に基づいて超音波
診断画像を検索して表示することにより、読撮時間を短縮し、装置の利便性を向上させる
ことが可能となる。
【００３７】
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　請求項８に記載の発明によると、操作者の指定した領域ごとに超音波画像を検索するた
め、操作者の要求に応じて超音波画像を表示させることが可能となる。また、請求項９乃
至請求項１２のいずれかに記載の発明によれば、更に、読影時間を短縮することが可能と
なる。つまり、操作者の要求に応じて画像を検索し、表示するため、目的の画像を速く探
し出すことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、この発明の実施形態について図１乃至図７を参照しつつ説明する。
【００３９】
［第１の実施の形態］
　（構成）
　この発明の第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成について、図１を参照しつつ説
明する。図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の概略構成を示す機能ブロック図
である。
【００４０】
　超音波プローブ１は、複数の超音波振動子（図示しない）を備え、患者等の被検体に超
音波を照射し、被検体で反射された反射波をエコー信号として受信する。送受信回路２は
、超音波プローブ１に接続され、超音波プローブ１に電気信号を供給して超音波を発生さ
せるとともに、超音波プローブ１が受信したエコー信号を受信する。
【００４１】
　画像データ変換回路３は、送受信回路２に接続され、送受信回路２によって受信された
エコー信号を超音波画像データに変換する。ＤＳＣ（デジタルスキャンコンバータ）回路
４は、画像データ変換回路３に接続され、画像データ変換回路３によって変換された超音
波画像データをＴＶ信号に変換する。画像収集回路５は、ＤＳＣ回路４に接続され、ＤＳ
Ｃ回路４でＴＶ信号に変換された超音波画像データを収集し、画像合成器１２に超音波画
像データを出力する。グラフィックメモリ６は、画像合成器１２に接続され、複数のボデ
ィーマークやプローブマークやアノテーションが予め記憶されている。そして、操作者が
操作卓９によりボディーマークやプローブマーク等を選択すると、選択されたボディーマ
ークやプローブマーク等のパターンデータが画像合成器１２に出力され、画像合成器１２
によって超音波画像データとボディーマーク等のパターンデータとが合成される。尚、画
像合成器１２がこの発明の「診断情報付与手段」に相当する。
【００４２】
　画像データベース８には、超音波の送受信によって得られた超音波画像データが記録さ
れている。この画像データベース８には、過去の超音波画像データの他、現在取得した超
音波画像データも記録される。尚、画像データベース８がこの発明の「記憶手段」に相当
する。
【００４３】
　画像検索回路７は、超音波画像データを画像解析し、更に、操作卓９から入力された診
断情報に基づいて、画像データベース８から超音波画像データを検索する。この画像検索
回路７には、超音波画像データを画像解析する画像解析手段（図示しない）と、画像解析
して得られた結果に基づいて、画像データ同士が一致しているか否かの判断をする判断出
段（図示しない）が備えられている。この画像検索回路７における画像解析は、例えば、
パターン認識や文字認識により行われる。パターン認識により解析する場合は、画像の形
状や輪郭を抽出して、比較対象の形状や輪郭と比較し、一致しているか否かの判断をする
。また、文字認識により解析する場合は、例えば、ＯＣＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｈａｒａ
ｃｔｅｒ　Ｒｅａｄｅｒ）等のように文字認識を行う。
【００４４】
　操作卓９は、超音波診断装置の動作のために必要なコマンドや、診断情報を入力するキ
ーボード、マウス、トラッキングボール等からなる。また、キーボード等以外にも、ＴＣ
Ｓ（Ｔｏｕｃｈ　Ｃｏｍｍａｎｄ　Ｓｃｒｅｅｎ）が備えられている。尚、診断情報には
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アノテーション、ボディーマーク、及びプローブマークが含まれる。尚、この操作卓９が
この発明の「入力手段」に相当する。
【００４５】
　画像表示回路１０は、ＤＳＣ回路４によりＴＶ信号に変換された超音波画像データと、
画像データベース８に記憶されている過去の超音波画像データとの出力信号を切り替え、
モニタ１１に信号を出力する。モニタ１１は、ＣＲＴディスプレイ等からなり、画像表示
回路１０から出力された信号を受けて超音波画像を表示する。
【００４６】
　また、本実施形態に係る超音波診断装置には、図示しないが、超音波診断装置全体を制
御する制御回路が備えられ、更に、ＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭ等が備えられている。
【００４７】
　（作用）
　次に、本実施形態に係る超音波診断装置の作用について、図２乃至図５を参照しつつ説
明する。図２及び図３は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の動作の流れを示すフロ
ーチャートである。図４は、アノテーションが画像として付与された超音波画像を示す図
である。図５は、ボディーマークが画像として付与された超音波画像を示す図である。
【００４８】
　まず、図２のフローチャートを参照しつつ説明する。超音波プローブ１を患者等の被検
体に当てて、超音波を被検体に向けて送信し、被検体で反射された超音波を超音波プロー
ブ１でエコー信号として受信する（ステップＳ０１）。このようにして得られたエコー信
号は、送受信回路２によって受信され、その後、画像データ変換回路３によって超音波画
像データに変換される。そして、ＤＳＣ回路４により、超音波画像データはＴＶ信号に変
換される。ＴＶ信号に変換された超音波画像データは、画像収集回路５により収集され、
画像合成器１２に出力される（ステップＳ０２）。
【００４９】
　そして、操作者が操作卓９によりアノテーション又はボディーマークを入力（又は選択
）する（ステップＳ０３）。アノテーション又はボディーマークが入力（又は選択）され
ると、グラフィックメモリ６に予め記録されているアノテーション等のパターンデータが
画像合成器１２に出力される。そして、画像合成器１２により、超音波画像データにアノ
テーション等のパターンデータが付与され、合成される（ステップＳ０４）。このとき、
アノテーションやボディーマークは画像データとして、超音波画像データに付与される。
例えば、アノテーションは文字列で表されているが、その場合であっても文字として付与
されるのではなく、画像データとして付与される。
【００５０】
　そして、この超音波画像データは画像表示回路１０を経由してモニタ１１に出力され、
モニタ１１で表示される（ステップＳ０５）。モニタ１１で表示される画像を図４及び図
５に示す。図４においては、超音波画像２０内にアノテーション２２が画像として付与さ
れている。また、図５においては、超音波画像２０内にボディーマーク２４が画像として
付与されている。
【００５１】
　また、画像検索回路７は、画像合成器１２に入力され、アノテーション又はボディーマ
ークが付与された超音波画像データを画像解析する（ステップＳ０６）。この画像解析に
より、今現在診断している被検体の超音波画像データに付与されているアノテーション又
はボディーマークを抽出する。例えば、ＯＣＲ等の文字認識により、アノテーションを抽
出し、パターン認識によりボディーマークの形状や輪郭を認識してボディーマークを抽出
する。更に、画像検索回路７は、画像データベース８に記憶されている過去の超音波画像
データを画像解析する（ステップＳ０７）。尚、過去の超音波画像データにもアノテーシ
ョン又はボディーマークが画像データとして付与されている。
【００５２】
　この画像解析により、過去の超音波画像データに付与されているアノテーション又はボ
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ディーマークを抽出する。そして、今現在診断している被検体の超音波画像データのアノ
テーション又はボディーマークと、過去の超音波画像データに付与されているアノテーシ
ョン又はボディーマークとを比較する。そして、今現在診断している超音波画像データの
アノテーション又はボディーマークと同じアノテーション又はボディーマークを有する過
去の超音波画像データを検索する（ステップＳ０８）。この比較及び検索は、文字認識や
パターンマッチングにより行い、比較しているアノテーション又はボディーマークが一致
しているか否かの判断を行う。
【００５３】
　検索の結果、一致している画像があれば、その過去の超音波画像データを画像表示回路
１０に出力し、モニタ１１によりその超音波画像を表示する（ステップＳ０９）。
【００５４】
　以上のように、今現在診断している被検体の超音波画像データと過去の超音波画像デー
タとを画像解析することにより、同じアノテーション又はボディーマークを有する過去の
超音波画像データを検索することが可能となる。また、画像解析により自動的に検索を行
うことにより、操作者がわざわざ操作して検索する必要もなく、操作の煩雑さを解消する
ことができ、操作時間を短縮化することが可能となる。
【００５５】
　上述した検索方法は、今現在診断している被検体の超音波画像データと過去の超音波画
像データとを画像解析して、同じアノテーションやボディーマークを有する過去の超音波
画像データを検索するものである。しかしながら、この発明は、上述した検索方法に限ら
れず、以下に説明する検索方法で過去の超音波画像データを検索しても良い。その検索方
法について、図３に示すフローチャートを参照しつつ説明する。
【００５６】
　まず、超音波プローブ１を患者等の被検体に当てて、超音波を被検体に向けて送信し、
被検体で反射された超音波を超音波プローブ１でエコー信号として受信する（ステップＳ
２１）。このようにして得られたエコー信号は、上述したように、送受信回路３、画像デ
ータ変換回路３、ＤＳＣ回路４、及び画像収集回路５を経由して超音波画像データとして
画像合成器１２に出力される（ステップＳ２２）。
【００５７】
　そして、操作者が操作卓９により、アノテーション又はボディーマークを入力（又は選
択）する（ステップＳ２３）。アノテーション又はボディーマークが入力（又は選択）さ
れると、画像合成器１２により、アノテーション又はボディーマークが超音波画像データ
に付与され、合成される（ステップＳ２４）。上述したように、アノテーションやボディ
ーマークは画像データとして超音波画像データに付与される。
【００５８】
　一方、入力（又は選択）されたアノテーション又はボディーマークの信号は画像検索回
路７にも出力される（ステップＳ２５）。そして、画像検索回路７は、画像データベース
８に記憶されている過去の超音波画像データを画像解析する（ステップＳ２６）。
【００５９】
　この画像解析により、過去の超音波画像データに付与されているアノテーション又はボ
ディーマークを抽出する。上述したように、例えば、ＯＣＲ等の文字認識によりアノテー
ションを抽出し、パターン認識によりボディーマークの形状や輪郭を認識してボディーマ
ークを抽出する。そして、入力されたアノテーション又はボディーマークに基づいて、同
じアノテーション又はボディーマークを有する過去の超音波画像データを検索する（ステ
ップＳ２７）。尚、超音波診断装置は、操作卓９で入力されたアノテーション又はボディ
ーマークを認識することができるため、今現在診断している被検体の超音波画像データを
画像解析する必要はない。そして、抽出したなかから、同じアノテーション又はボディー
マークを有する過去の超音波画像データを画像表示回路１０に出力し、モニタ１１により
その超音波画像を表示する（ステップＳ２８）。
【００６０】
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　以上のように、過去の超音波画像データを画像解析することにより、同じアノテーショ
ン等を有する過去の超音波画像データを検索することが可能となる。また、アノテーショ
ン等の診断情報を入力した時点で、過去の超音波画像データの画像解析を開始することに
より、診断中であっても過去の超音波画像データの検索が可能となる。その結果、現在の
超音波画像データと過去の超音波画像データとを比較するときに、素早く検索結果をモニ
タ１１に表示させることが可能となる。
【００６１】
　また、アノテーションを付与した場合は、異なる装置間であっても検索は可能である。
アノテーションは、ＭＲ、ＭＳ、又はＡＳＤ等の文字列からなるため、その文字列を文字
認識することにより、アノテーションの意味を判断できるからである。つまり、アノテー
ションの形状（例えば、フォントや大きさ）が異なっても、文字認識によりその意味を認
識することが可能であるため、現在の超音波画像データに付与されたアノテーションの意
味と、過去の超音波画像データに付与されたアノテーションの意味とを比較することによ
り、一致／不一致の判断が可能となる。
【００６２】
　一方、ボディーマークを付与した場合であっても、パターン認識の精度を向上させれば
、異なる装置間であっても検索は可能である。ボディーマークの場合、装置によってその
形状が僅かに異なることがあるため、一致／不一致の判断は、パターン認識の精度に依存
することになる。同じ超音波診断装置であれば、同じボディーマークが用いられるため、
一致／不一致の判断は可能である。
【００６３】
　以上、アノテーション等の診断情報を画像データとして超音波画像データに付与し、画
像解析により過去の超音波画像データを検索することで、第１の目的である、検索作業の
煩雑さを解消し、操作時間の短縮化を図ることが可能となる。また、文字列からなるアノ
テーションを付与した場合は、異なる装置間であっても検索することが可能となる。
【００６４】
［第２の実施の形態］
　次に、この発明の第２の実施形態に係る超音波診断装置について説明する。この第２の
実施形態に係る超音波診断装置は、上述した第２の目的を達成するためのものであり、読
影時間を短縮化し、装置の利便性を向上させるものでる。本実施形態に係る超音波診断装
置の構成は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成と同じであるが、画像検索回路
７の機能が異なる。本実施形態において、画像検索回路７は、超音波画像データを画像解
析することにより、ボディーマークとプローブマークとを抽出し、更に、プローブマーク
の位置と方向を抽出する。
【００６５】
　（作用）
　次に、本実施形態に係る超音波診断装置の作用について、図６及び図７を参照しつつ説
明する。図６は、第２の実施形態に係る超音波診断装置の動作の流れを示すフローチャー
トである。図７は、ボディーマークとプローブマークとが画像として付与された超音波画
像を示す図である。
【００６６】
　まず、操作者（例えば、検査技師）は、超音波プローブ１を患者等の被検体に当てて、
超音波を被検体に向けて送信し、被検体で反射された超音波を超音波プローブ１でエコー
信号として受信する（ステップＳ３１）。このようにして得られたエコー信号は、第１の
実施形態と同様に、送受信回路２、画像データ変換回路３、ＤＳＣ回路４、及び画像収集
回路５を経由することにより、超音波画像データに変換されて、画像合成器１２に出力さ
れる（ステップＳ３２）。
【００６７】
　そして、操作者（例えば、検査技師）が操作卓９によりボディーマークとプローブマー
クを入力（又は選択）する（ステップＳ３３）。ボディーマークとプローブマークが入力
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（又は選択）されると、画像合成器１２により、グラフィックメモリ６に記録されている
ボディーマークとプローブマークとが超音波画像データに付与され、合成される（ステッ
プＳ３４）。このとき、ボディーマークとプローブマークは画像データとして超音波画像
データに付与される。
【００６８】
　そして、この超音波画像データは画像表示回路１０を経由してもモニタ１１に出力され
、モニタ１１にて表示される（ステップＳ３５）。この超音波画像データに付与されてい
るボディーマークとプローブマークとを図７に示す。図７（ａ）においては、ボディーマ
ーク２４の中にプローブマーク２６が描画されている。このプローブマーク２６は、超音
波プローブ１の位置と走査方向を示すものであり、図７においては、矢印Ａの方向が走査
方向となる。
【００６９】
　画像合成器１２にてボディーマークとプローブマークとが付与された超音波画像データ
は、画像データベース８に出力され、画像データベース８に記憶される（ステップＳ３６
）。
【００７０】
　操作者（例えば、検査技師）は、予め決められたワークフローに従って、引き続き被検
体を検査する（ステップＳ３７）。このとき、ボディーマークとプローブマークの位置を
変えながら被検体を検査する。例えば、図７において、プローブマーク２６の位置や方向
を徐々に変えながら被検体を検査する。つまり、診断する位置や走査方向を変えて被検体
を検査する。
【００７１】
　このように、被検体を検査して得られた超音波画像データは、上述した流れに従って画
像データベース８に記憶され、所定の検査が終了したときには、複数の超音波画像データ
が画像データベース８に記憶されることになる。
【００７２】
　尚、図示しない制御回路により、画像データベース８内に格納されるテーブル（表）を
作成しても良い。このテーブルは、例えば、検査した日時、超音波画像データ番号、患者
のＩＤ、ボディーマーク等が記述されている。また、このテーブルには、ワークフローの
順番通りに超音波画像データ番号が配列されていることになる。
【００７３】
　以上のように、検査技師の検査により被検体の超音波画像データが得られ、その後、医
師がそれらの超音波画像データを読み出して読影する。しかしながら、異常部位等の超音
波画像データは、ワークフローから外れた順番で画像データベース８に保存されているた
め、医師には、目的の部位のデータが画像データベース８内において、何番目のデータに
保存されているのか把握できない。そこで、本実施形態に係る超音波診断装置においては
、画像検索回路７が画像データベース８に保存されている超音波画像データを画像解析し
、医師の指示に従って超音波画像データを検索する。この動作の流れについて、引き続き
説明する。
【００７４】
　画像検索回路７は、画像データベース８に保存されている複数の超音波画像データを画
像解析し、ボディーマークとプローブマークとの相対位置関係を抽出する（ステップＳ３
８）。この画像解析は、超音波診断装置が自動的に行っても良く、操作者が操作卓９によ
り超音波診断装置に指示を与え、その指示に従って行っても良い。この画像解析は、まず
、パターン認識によりボディーマークの形状や輪郭を認識し、超音波画像データからボデ
ィーマークを抽出する。更に、そのボディーマークの中に描画されているプローブマーク
を抽出する。
【００７５】
　そして、ボディーマークに対してプローブマークが描画されている位置（相対位置）を
抽出する。例えば、図７（ｂ）に示すように、ボディーマーク２４を４分割し、その４分
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割された領域のうち、どの領域にプローブマーク２６が描画されているのか抽出する。そ
して、例えば、その４分割の中心に対するプローブマーク２６の相対位置を抽出する。図
７（ｂ）においては、ボディーマーク２４の左上部分にプローブマーク２６が描画されて
いる。同じ作業を、画像データベース８に記憶されている他の超音波画像データに対して
も行う。このようにして、ボディーマークに対するプローブマークの相対位置を抽出する
。
【００７６】
　次に、操作者（例えば、医師）は、操作卓９により、モニタ１１に表示させたい領域を
指定する（ステップＳ３９）。この指定は、操作者が操作卓９を操作してボディーマーク
の領域を指定する。例えば、図７（ｂ）に示す４分割の左上部分の領域を指定する。尚、
本実施形態において、操作卓９はこの発明の「領域指定手段」に相当する。このように、
操作者（例えば、医師）がボディーマークの所定の領域を指定すると、画像検索回路７は
、その領域内にプローブマークが描画されている超音波画像データを、画像データベース
８から検索する（ステップＳ４０）。そして、検索された超音波画像をモニタ１１により
表示する。また、検索された超音波画像データをバッファ等のメモリに一時的に記憶させ
ても良い。
【００７７】
　また、その指定に従って、画像データベース８内に格納されている上述のテーブルを変
更し、別のテーブルを作成しても良い。所定の領域が指定された場合、その領域内にプロ
ーブマークが描画されている超音波画像データを収集し、別のテーブルを作成する。そし
て、このテーブルに従って、モニタ１１に超音波画像を表示する。
【００７８】
　更に、ステップＳ４０にて検索された中から、操作者（例えば、医師）は操作卓９によ
り、超音波画像が撮影された撮影（検査）時間を指定することも可能である。尚、この場
合、操作卓９はこの発明の「時間指定手段」に相当する。撮影時間が指定されると、画像
検索回路７は、超音波画像データに付されている撮影時間を検索する。この撮影時間は、
検査する際に自動的に各超音波画像データに付与されて記憶されるものである。そして指
定された時間に撮影された超音波画像をモニタ１１により表示する。例えば、医師等の操
作者が指定した順番に、検索された超音波画像をモニタ１１に表示させる。また、検索さ
れた超音波画像データをバッファ等のメモリに一時的に記憶させても良い。バッファ内で
は、指定された順番に従って超音波画像データを配列して記憶する。
【００７９】
　また、再度、テーブルを作成しても良い。例えば、ステップＳ４０の段階で作成された
テーブルから、指定された時間に撮影された超音波画像データを抽出し、新たに別のテー
ブルを作成する。このとき、操作者（例えば、医師）により指定された順番通りに超音波
画像データを並べて、新たなテーブルを作成する。そして、そのテーブルに基づいてモニ
タ１１に超音波画像を表示する。
【００８０】
　このように、撮影時間を指定して、その時間に撮影された超音波画像をモニタ１１に表
示させることにより、目的の画像に辿りやすくなる。例えば、検査の最初に撮影した画像
よりも、後の方で撮影した方が、良い画像（例えば、はっきり見える画像）が得られるこ
とがある。このような場合、操作者（例えば、医師）が撮影時間を指定することにより、
良い画像を素早く表示させることが可能となり、読影時間を短縮させることが可能となる
。
【００８１】
　また、ステップ４０にて検索された中から、操作者（例えば、医師）は操作卓９により
、ボディーマーク２４中のプローブマーク２６の位置を指定することも可能である。尚、
この場合、操作卓９はこの発明の「位置指定手段」に相当する。画像検索回路７は、画像
データベース８に記憶されている超音波画像データを画像解析し、指定された位置にプロ
ーブマークが描画されている超音波画像データを検索する。そして、検索の結果得られた
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超音波画像をモニタ１１に表示させる。例えば、医師等の操作者が指定した順番に、検索
された超音波画像をモニタ１１に表示させる。尚、上述のように、検索された超音波画像
データをバッファ等のメモリに一時的に記憶させても良い。バッファ内では、指定された
順番に従って超音波画像データを配列して記憶する。
【００８２】
　また、再度、テーブルを作成しても良い。例えば、ステップＳ４０の段階で作成された
テーブルから、指定されたプローブマークの位置に対応する超音波画像データを抽出し、
新たに別のテーブルを作成する。このとき、操作者（例えば、医師）により指定された順
番通りに画像データを並べて、新たなテーブルを作成する。そして、そのテーブルに基づ
いてモニタ１１に超音波画像を表示させる。
【００８３】
　このように、プローブマークの位置を指定して、そのプローブマークの位置で撮影され
た超音波画像をモニタ１１に表示させることにより、目的の画像に辿りやすくなる。つま
り、異常部位を撮影したと考えられる位置を指定することにより、その部位における超音
波画像を素早く検索することができ、読影時間を短縮させることが可能となる。
【００８４】
　また、ステップＳ４０にて検索された中から、操作者（例えば、医師）は操作卓９によ
り、ボディーマーク中のプローブマークの向き、つまりスキャン方向を指定することも可
能である。尚、この場合、操作卓９はこの発明の「方向指定手段」に相当する。画像検索
回路７は、画像データベース８に記憶されている超音波画像データを画像解析し、指定さ
れた向きを有するプローブマークを検索する。そして、そのプローブマークが描画されて
いる超音波画像データを検索し、モニタ１１にその超音波画像を表示させる。例えば、医
師等の操作者が指定した順番に、検索された超音波画像をモニタ１１に表示させる。尚、
上述のように、検索された超音波画像データをバッファ等のメモリに、一時的に記憶させ
ても良い。バッファ内では、指定された順番に従って超音波画像データを配列して記憶す
る。
【００８５】
　また、再度、テーブルを作成しても良い。例えば、ステップＳ４０の段階で作成された
テーブルから、指定されたスキャン方向に対応する超音波画像データを抽出し、新たに別
のテーブルを作成する。このとき、操作者（例えば、医師）により指定された順番通りに
画像データを並べて、新たなテーブルを作成する。そして、そのテーブルに基づいてモニ
タ１１に超音波画像を表示させる。
【００８６】
　このように、プローブマークの向き（スキャン方向）を指定して、そのスキャン方向で
撮影された超音波画像をモニタ１１に表示させることにより、目的の画像に辿りやすくな
る。つまり、異常部位を撮影したと考えられる方向を指定することにより、その部位にお
ける超音波画像を素早く検索することができ、読影時間を短縮させることが可能となる。
【００８７】
　また、上述した機能を合わせて超音波画像データを検索しても良い。ステップＳ４０に
て検索された所定の領域から、撮影時間、プローブマークの位置、及びスキャン方向をす
べて指定し、その指定された条件を満たす超音波画像データを画像解析により検索し、モ
ニタ１１に表示させても良い。更に、検索された超音波画像データをバッファ等のメモリ
に一時的に記憶させても良い。
【００８８】
　また、ステップＳ４０の段階で作成されたテーブルから、すべての条件を指定し、その
指定された条件を満たす超音波画像データを抽出し、新たに別のテーブルを作成しても良
い。このとき、操作者（例えば、医師）により指定された順番通りに画像データを並べて
、新たなテーブルを作成する。そして、そのテーブルに基づいてモニタ１１に超音波画像
を表示させる。
【００８９】
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　このように、各条件を指定して、その条件を満たす超音波画像をモニタ１１に表示させ
ることにより、目的の画像に辿りやすくなる。例えば、異常部位を撮影したと考えられる
領域、時間帯、位置、及びスキャン方向を指定することにより、その部位における超音波
画像データを素早く検索することができ、読影時間を短縮させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】この発明の実施形態に係る超音波診断装置の概略構成を示す機能ブロック図であ
る。
【図２】この発明の第１の実施形態に係る超音波診断装置の動作を順番に示すフローチャ
ートである。
【図３】この発明の第１の実施形態に係る超音波診断装置の動作を順番に示すフローチャ
ートである。
【図４】この発明の第１の実施形態に係る超音波診断装置により作成された超音波画像で
ある。
【図５】この発明の第１の実施形態に係る超音波診断装置により作成された超音波画像で
ある。
【図６】この発明の第２の実施形態に係る超音波診断装置の動作を順番に示すフローチャ
ートである。
【図７】この発明の第２の実施形態に係る超音波診断装置により作成された超音波画像で
ある。
【符号の説明】
【００９１】
　１　超音波プローブ
　２　送受信回路
　３　画像データ変換回路
　４　ＤＳＣ回路
　５　画像収集回路
　６　グラフィックメモリ
　７　画像検索回路
　８　画像データベース
　９　操作卓
　１０　画像表示回路
　１１　モニタ
　１２　画像合成器
　２０　超音波画像
　２２　アノテーション
　２４　ボディーマーク
　２６　プローブマーク
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